
地域包括支援センター業務報告（平成27年度）

事業内容 実施計画 実施状況 成果及び今後の展望
■　初期段階での相談対応及び継続
的・専門的な相談支援、その実施に当
たって必要となるネットワークの構
築、地域の高齢者の状況の実態把握を
行う。【継続】

平成27年度に
おいても継続
実施

・資料８－２　Ｐ１～３参照 ・引き続き、継続実施

■　虐待に関する介護サービス事業者
及びケアマネジャーへの研修の実施
【継続】

年１回 　高齢者虐待対応研修会を１回開催
　日時：平成28年２月18日（木）午後６時30分～８時30分
  場所：市役所811会議室
  内容：『高齢者虐待の対応について～高齢者虐待における在宅支援チームの役割分担
　　　　　を理解する～』
　講師：公益財団法人あい権利擁護支援ネット
         理事　社会福祉士　川端　伸子　氏
　参加者：ケアマネジャー、在宅介護支援センター、地域包括支援センター　88名

・今年度はケアマネジャー等の窓口となる
機関を中心に研修を行った。次年度は、ケ
アマネジャー等への研修に加え、支援者で
ある施設・訪問事業者・通所事業者を対象
とした研修会を実施する。
・今年度は高齢者虐待防止のパンフレット
を作成した。次年度は、パンフレットを活
用して、市民に対しても普及啓発をしてい
く。

■  高齢者及び障害者虐待防止連絡会
議（平成24年度から障害者福祉課と共
管）の実施【継続】

年２回 【参加団体】
武蔵野警察署、多摩府中保健所、地域活動支援センター　地域生活支援センターびーと、
地域活動支援センター　ライフサポートMEW、地域自立支援協議会　権利擁護部会、武蔵野
市福祉公社権利擁護センター、在宅介護支援センター代表、子ども家庭支援センター、地
域支援課、生活福祉課、健康課、高齢者支援課、障害者福祉課

・第１回：６月10日(水)午前９時30分～12時　市役所412会議室
　平成26年度実施報告、平成27年度年間計画、高齢者及び障害者における虐待事例の統
  計について　等
・第２回：12月９日（水）午前10時～12時　市役所813会議室
　障害者虐待の事例検討

・今年度は参加関係機関で虐待事例の棚卸
を行い、事例報告を行った。

■　見守り・孤立防止ネットワーク連
絡協議会の実施【継続】
・孤立防止に加え、消費者被害防止、
防犯対策を目的とした庁内及び関係機
関の連携強化

年２回 【参加団体】
東京都住宅供給公社、都市再生機構、東京都宅地建物取引業協会武蔵野中央支部、多摩新
聞販売同業組合武蔵野支部、東京ガス株式会社西部支店、東京電力株式会社武蔵野支社、
市シルバー人材センター、武蔵野郵便局及び市内郵便局代表、水道部、居宅介護支援事業
者連絡協議会、弁当宅配業者、ヤマト運輸株式会社、生活協同組合コープみらい、株式会
社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社イトーヨーカ堂、武蔵野市商店会連合会、第一生
命株式会社、明治安田生命保険相互会社、武蔵野警察署、武蔵野消防署、民生児童委員協
議会、市民社会福祉協議会、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、健康福祉部
各課、市民部、防災安全部、子ども家庭部、都市整備部

・第１回：７月22日(水)午前10時～11時30分　市役所811会議室
　「見守り・孤立防止ネットワーク事業」について、生活困窮者の総合相談窓口につい
　て、武蔵野市見守り・孤立防止ネットワーク協力事業者証およびステッカーについ
　て、関係機関からの通報対応事例について、最近の安否確認対応事例について、振り
　込め詐欺等の防犯対策について、消費者被害について
・第２回：１月26日(火)午前10時～11時30分　市役所412会議室
　関係機関からの通報対応事例について、最近の安否確認対応事例について、振り込め
　詐欺等の防犯対策について、消費者被害について、生活困窮者自立支援相談受付状況
　等について

・今後の見守り体制をスムーズにするため
に、見守り協力団体へ協力事業者証とス
テッカーを配布した。
・新たに、生活協同組合コープみらい、株
式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式
会社イトーヨーカ堂、武蔵野市商店会連合
会、第一生命株式会社、明治安田生命保険
相互会社と協定を締結、会議に加入。

介護予防ケアマネジメン
ト業務

■ 介護予防・日常生活支援総合事業
における介護予防ケアマネジメントの
実施【新規】

平成27年10月
開始

・総合事業実施に向けて、市高齢者支援課・地域包括支援センター・在宅介護支援セン
ターの職員をメンバーとするワーキンググループを設置し、申請から利用までの流れの整
理やケアマネジメントの方法を検討した。（５回実施）
①平成27年４月24日、②平成27年５月28日、③平成27年６月15日、
④平成27年７月27日、⑤平成27年８月24日
・地区別ケース検討会において、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーに総合事
業のケアマネジメント等について説明した。
・ケアプラン作成件数について、資料８－２　Ｐ４を参照

・武蔵野市独自様式のケアプランを使用す
ることで、利用者が主体的に目標設定を行
い、その達成を図ること（セルフマネジメ
ント）を支援していく。
・独自様式のケアプランの中で利用者が現
在の状況をケアマネジャーと一緒にチェッ
クする項目を設定しているが、平成27年10
月利用分について、ケアプラン作成時と
６ヵ月後の評価時の点数を比較したとこ
ろ、23件中、7件が改善（30.4％）、5件が
維持（21.4％）、7件が悪化（30.4％）で
あった。(残り4件(17.4％)は、自己都合に
よる終了、入院、転居、要介護となり終了
で、評価未実施。)引き続き、介護予防ケ
アマネジメントの評価を行っていく。

平成28年６月７日
平成28年度第１回　武蔵野市地域包括ケア推進協議会

資料８－１

事業項目

総合相談支援業務

権利擁護業務
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事業内容 実施計画 実施状況 成果及び今後の展望事業項目
■ ケアプラン指導研修の実施【継
続】

年２回 ・資料８－２　Ｐ１９参照 ・ケアマネジメントプロセスとその考え方
を再確認するとともに実践に結び付けられ
るよう具体的な事例を用いて指導、助言が
できた。

■ 主任ケアマネジャーの活用【新
規】

平成27年度中 ・主任介護支援専門員研修を１回開催
　目的：居宅介護支援事業所に所属する主任介護支援専門員の役割として下記のこと
　　　　を行う
　　　　　① 個別事例の検討でのスーパーバイズ
　　　　　② 個別地域ケア会議の運営
　　　　　③ エリア別地域ケア会議のファシリテーター
　　　　　これらの役割を行うための知識や手法を学ぶ
  内容：『個別事例でのスーパーバイズの視点を学ぶ』
　講師：東京学芸大学教育学部人間社会科学課程　教授　髙良　麻子　氏
　日時：平成27年９月15日（火）午後１時～４時
　場所：市役所811会議室
　参加者：27名
　　　　　武蔵野市内にある居宅介護支援事業所に所属する主任介護支援専門員　16名
　　　　  在宅介護支援センターに所属する主任介護支援専門員　11名

・主任介護支援専門員の役割について、事
業所内では個別のスーパービジョン、地区
別ケース検討会では単なる事務局ではなく
スーパーバイザーとしての役割を意識でき
た（アンケート結果より）。
・今後、主任介護支援専門員がスーパーバ
イザーとしての役割を果たせる場を、事業
所内だけでなく、地区別ケース検討会の事
例検討会とする。具体的には、次年度以
降、地区別ケース検討会の中で主任介護支
援専門員がスーパーバイザーを行う事例検
討会を年２回程度開催する。在宅介護支援
センターと民間居宅介護支援事業所に所属
する主任介護支援専門員が、司会、スー
パーバイザーを行っていく。

■ エリア別地域ケア会議の実施【継
続】

在宅介護支援
センターエリ
ア毎に年２回

・資料８－３参照 ・資料８－３参照

■ 全市的地域ケア会議の実施【継
続】

年１回 　武蔵野市在宅医療・介護連携推進協議会
　多職種連携推進・研修部会　合同研修会を開催
　日時：平成28年２月８日（月）午後７時～９時
  場所：市役所811会議室
  内容：脳卒中の事例を用いたグループワーク
　参加者：武蔵野市在宅医療・介護連携推進協議会の各部会参加者、
　　 　　 各事業所連絡会より推薦された者、
　　 　　 民生児童委員、
　　 　　 計79名

・脳卒中患者の在宅支援チームを想定した
グループワークを行い、職種による視点の
違いや役割の違いを理解することができ
た。
・脳卒中罹患後の再発予防、重症化予防の
重要性について確認できた。
・民生児童委員も参加したが、医療・介
護・福祉の関係機関の意見と共に、市民意
見の重要性を再確認した。脳卒中発症後と
いう事例は、民生児童委員にとってもイ
メージしやすかったと思われる。
・今後は医療・介護サービスを利用する市
民の意見をどのように反映していくかが課
題である。

■ 「脳卒中地域連携パス」の活用促
進に向けたケアマネジャーや在宅療養
関係者への周知・普及【継続】

平成27年度中   武蔵野市在宅医療・介護連携推進協議会
  脳卒中地域連携合同研修会を開催
　日時：平成27年11月26日（木）午後６時30分～８時30分
  場所：市役所811会議室
  内容：①『脳卒中について、脳卒中の地域連携～チーム武蔵野～について』
　　　　　　 武蔵野赤十字病院医療連携センター副センター長　高橋　紳一氏
　　　　②『脳卒中患者の病院から在宅への流れについて』
　　　　　 武蔵野赤十字病院医療連携センター　看護師長　齋藤　恭子　氏
　　　　③『セルフマネジメント支援モデル事業について』
　　　　　 武蔵野市健康福祉部地域支援課副参事
　　　　　　（兼在宅医療・介護連携担当係長）　勝又　玲子
  参加者：113名（ケアマネジャー32名、関係機関53名、市職員28名）

・これまで築き上げてきた武蔵野市の地域
連携の経緯を知る機会となり、また、脳卒
中患者に関する地域連携の現状と今後の課
題を学ぶことができた。
・在宅療養生活を継続するための脳卒中の
再発予防、重度化予防について、多職種で
共有することができた。

■ 在宅医療介護連携支援室と協働し
た医療介護連携の取組推進【新規】

平成27年度中 武蔵野市在宅医療介護連携支援室（平成27年７月に武蔵野市医師会内に開設）の活動実績
（平成28年３月までの実績）
・相談件数：121件
（相談内容：在宅療養調整65件、入院入所調整9件、退院調整5件、その他42件）
（相談元：ケアマネジャー51件、地域包括支援センター（在宅介護支援センター）29件、
医療機関18件、訪問看護6件、その他17件）
・訪問件数：186件
（訪問先：医療機関113件、地域包括支援センター（在宅介護支援センター）・行政20件、
ケアマネジャー17件、通所系5件、有料老人ホーム5件、訪問看護3件、老人保健施設3件、
訪問介護2件、他地域連携支援室1件、その他17）
・出席会議件数：71件
地域包括支援センター等と連携・調整し、相談に対応。

・介護関係者の医療機関への相談の困難さ
や連携の現状を把握することができた。
・在宅医療介護連携支援室が医療機関や事
業所等の相談先に出向くことで顔の見える
関係をつくることができている。
・今後の課題として、介護関係者には医師
の視点の理解と医療に関する情報提供が必
要と感じており、医療機関からは介護に関
する相談が少ないため、介護側の生活をみ
る視点の理解やサービスの周知等の工夫が
必要と感じている。また、市民には在宅療
養生活を送るにあたっての情報提供も必要
と感じている。

包括的・継続的ケアマネ
ジメント支援業務

地域ケア会議推進事業
【制度改正による充実
分】

在宅医療・介護連携推進
事業
【制度改正による充実
分】
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事業内容 実施計画 実施状況 成果及び今後の展望事業項目
■ 地域のニーズの掘り起こし、既存
の地域資源や人材とマッチングさせる
役割を担う生活支援コーディネーター
の配置【継続】

平成27年度中 平成26年４月より基幹型地域包括支援センターに配置している第１層（市全域レベル）の
生活支援コーディネーターが以下の活動を行った。
・集いの場（「よりあい食堂」等）や地域の話合いの場（地域ケア会議等）への参加とそ
の場における高齢者のニーズの把握（延べ82件）
・支援を必要とする高齢者への社会資源（テンミリオンハウス等）の紹介（延べ75件）
・高齢者向けサロンの開催等の自主活動を行う住民、団体からの相談への対応と活動の支
援（延べ92件）
・新規事業の検討（ボランティアポイント制度の検討等）への参加
・市職員、在宅介護支援センター職員向けの説明会の実施

平成28年度より在宅介護支援センター（地
域包括支援センター併設）に第２層（日常
生活圏域レベル）の生活支援コーディネー
ターを配置する。（平成28年度は先行の３
センター、平成29年度は残りの３センター
に配置。）

■ 生活支援サービス整備に関する定
期的な情報共有や連携強化等のための
協議体の設置【新規】

平成27年度中 平成28年度からの協議体の設置と各在宅介護支援センターへの生活支援コーディネーター
（第２層）の配置に向けて、生活支援体制の全体構成について検討した。

平成28年度より地域包括支援センター運営
協議会の機能を拡充した「地域包括ケア推
進協議会」を第１層の協議体と位置付け、
同協議会で議論された内容を最終的に市長
への政策提言とする仕組みにより、生活支
援サービスを含めた地域包括ケアシステム
の充実を図る。

■  認知症コーディネーターリーダー（認
知症地域支援推進員）の配置による認知
症連携の強化【継続】

平成27年度中 ・基幹型地域包括支援センターに「認知症コーディネーターリーダー（認知症地域支援推
進員）」 を配置し、認知症の疑いのある方を把握、訪問し、状態に応じて適切な医療・介
護サービスにつないでいる。その中でも、特に受診を拒否する方などに対しては、北多摩
南部医療圏の地域拠点型認知症疾患医療センターである杏林大学医学部付属病院の医師や
相談員で構成する「認知症アウトリーチチーム」 と協働し、認知症の早期発見・早期対応
に取り組むこととしている。
　相談件数144件、訪問支援延べ件数34件

・平成28年度から実施する認知症初期集中
支援チームと役割分担し、専門医療機関が
訪問するアウトリーチチームと重層的な支
援体制で適時診断に取り組み、医療と介護
のタイムリーな連携を目指す。

■   もの忘れ相談シートの活用促進【継
続】

平成27年度中 ・もの忘れ相談シート活用実績：45件 ・専門医療機関との連携や認知症初期集中
支援チーム等の取組みの中で連携ツールと
して活用することを検討。また、活用する
中でシートの修正にも取り組んでいく。

■   医師会と協働した認知症相談の実施
【継続】

平成27年度中 ・９月に行われた「認知症を知る月間」で、認知症専門相談員と医師会の医師による休日
相談会を実施した。また、11月14日（土）、３月５日（土）には医師会の医師による予約
制の認知症相談を実施した。
休日相談会相談件数：相談員6件、医師17件(総相談件数23件※重複あり）
認知症相談件数：11月14日(土)2件  3月5日(土)4件

・従来の認知症専門員による認知症相談に
加えて、医師による認知症相談の機会を増
やし、状況に応じた相談対応を充実してい
く。

■認知症初期集中支援チーム設置に向け
た検討・調整【新規】

平成27年度中 ・平成27年９月に地域型認知症疾患医療センターとして新たに武蔵野赤十字病院が指定さ
れた。平成28年度からは武蔵野赤十字病院の精神保健福祉士、医師会と協働し、在宅介護
支援センターがコーディネートする認知症初期集中支援チームを設置し、武蔵野市内での
迅速な認知症の早期発見・早期対応の体制を目指すために調整中である。

生活支援体制整備事業
【制度改正による充実
分】

認知症総合支援事業
【制度改正による充実
分】

包
括
的
支
援
事
業
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事業内容 実施計画 実施状況 成果及び今後の展望事業項目
■ 介護保険における予防給付等の対
象となる要支援者への介護予防サービ
ス計画の作成及び関係機関との連絡調
整【継続】

平成27年度に
おいても継続
実施

・ケアプラン作成件数について、資料８－２　Ｐ４を参照 ・引き続き、実施

■ 介護予防把握事業【新規】
・独居高齢者実態調査未回答者への訪
問調査の実施（基本チェックリストの
配布・回収に代わる、閉じこもり等の
何らかの支援を要する方の把握）

平成27年10月
開始

・資料８－２　Ｐ６～７参照 ・平成28年度より、独居高齢者実態調査未
回答者については、民生委員による訪問が
検討されている。
・なお、75歳以上の高齢者について、毎
年、武蔵野市赤十字奉仕団が訪問し、安否
確認等を行っている。その中で、相談を受
けることがあるため、地域包括支援セン
ターとしても、連携していく。

■ 脳の健康教室【継続】
・「運動」「口腔」「栄養」に加え、
「認知」を対象とした予防事業の実施

平成27年10月
開始

※認知症の予防を目的として、民間事業者が開発した教材による簡単な「読み書き」「計
算」学習や体操等の教室を本町コミュニティセンターで開催。
・定員10名。本町地区在住で、地域につながりを持つ事が困難と思われる対象者を在宅介
護支援センターや本町コミュニティセンター運営委員がピックアップし、直接講座を案
内。
・１月７日～３月31日　週１回　計10回教室を実施。
・最終的に、９名の方が継続受講となった。
・学習サポーターについては、本町コミュニティセンター運営委員と認知症サポーター養
成講座修了者に委嘱（18名）。
・運営サポートおよび地域活動の立ち上げ支援として、武蔵野すこやかに委嘱。
・体操講師として、社会活動センター講座講師の協力を得た。
・地域の仲間づくりのきっかけとして、計４回交流会を実施。

・脳全体を活性化することによる認知症の
予防と地域の仲間づくりのきっかけとなっ
ている。
・事業の実施前後に、認知機能検査
（MMSE）および主観的健康感（簡易版WHO-
5）の調査を実施。
67.7%の方が認知機能の改善・維持の結果
となった。
88.9%の方が主観的健康感が向上・維持の
結果となった。
・本事業の活動方法を地域での活動に反映
し、認知症予防を図るためのバックアップ
を行うことを検討する。

指定介護予防支援

一般介護予防事業
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